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ご連絡（申入れ活動終了のご通知） 

 

 当団体は、貴社に対し、次のお問い合わせ・申入れ等の活動を行ってきまし

た。 

 

  ２０１３年 ７月２９日 当団体より貴社「グルコサミン＋コンドロイチ

ン」テレビコマーシャルに関し、お問い合わせ

を送付 

  ２０１３年 ８月２９日 貴社からお問い合わせに対する回答書を受領 

  ２０１３年１０月２４日 当団体より申入れ兼再お問い合わせを送付 

  ２０１３年１１月２０日 貴社から申入れ兼再お問い合わせに対する回答

書を受領 

   

  当団体は、貴社からの２０１３年８月２９日付及び同年１１月２０日付の回

答書を精査いたしましたが、科学的知見が確立されていないものに対し、消費

者のイメージを誘導するような広告手法は、景品表示法の理念に照らして問題

があると言わざるを得ない、という当団体の認識を変えるには至っておりませ

ん。しかし、テレビコマーシャルでのブロックを用いた表現を中止するよう求

めた当団体の申入れに対し、半年以内にブロックに成分量を明記すると回答さ



れたこと、今般、貴社から、成分量を表記していないテレビコマーシャルは全

て差し替えた旨回答があったこと、テレビコマーシャルが減少していること、

チラシにも成分量が大きく書かれるようになったこと、等の現状に鑑み、当団

体は、一旦、貴社に対する申入れ活動を終了することとしました。 

 但し、本申入れ活動の終了によって、当団体が貴社の見解をすべて承認した

ものではないことは、上記のとおりです。また、貴社にお伝えしましたように、

当団体は貴社に対しテレビコマーシャルの放映量などを勘案して、問い合わせ

に至ったのであり当団体があたかも特定企業を狙い撃ちしたかのような貴社の

言及はあたりません。今後、新たに、貴社のテレビコマーシャル等に関し疑義

があれば、別途対応させていただく場合があることを念のため付言いたします。 

 

以上 

 


